
第７回 議会議員、農業委員会委員の定数及び任期小委員会会議次第 

 

 

開催日時：平成１６年６月２５日（金）１０：３０～ 

開催場所：石狩市役所５階 議会第１委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 協議事項 

○ 議会議員の定数及び任期について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

４ 閉 会 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

平成１６年６月２５日（金）１０：３０～ 

 

石狩市役所５階 議会第１委員会室 

 

 

 

 

石狩市・厚田村・浜益村合併協議会 

 

 

 

議会議員、農業委員会委員の定数及び任期小委員会 
 

第 ７ 回 委 員 会 議 案 



パターン１-4 [地方自治法、公職選挙法（定数30人）]

自治法上限数(30人)以内

(内訳)

石狩選挙区(26人)

厚田選挙区(2人)

浜益選挙区(2人)

※厚田村、浜益村を合わせて１つの選挙区とすることも可能

パターン３ [在任特例～定数26人(特例期間のみ50人）]

石狩市(26人)

厚田村(12人)

浜益村(12人)

合併特例法を適用する場合

合併前の３市村の議会議員が在任
(50人)

議会議員の定数及び任期と特例措置(編入合併)

　　　　　以後同様

50日以内 (石狩市議員任期残任期間) ４年

合併特例法を適用しない場合

石狩市議員
(26人)

　　　　　以後同様
条例で定める定数(26人)
(自治法上限数は30人)

(石狩市議員任期残任期間)

４年

合併期日 増員選挙 一般選挙

平成19年5月11日～

一般選挙

平成23年5月11日～

平成19年5月11日～

合併期日
(選挙なし)

平成23年5月11日～

一般選挙 一般選挙



■平成17年10月1日を合併期日と仮定した場合(２村において報酬額を従前のとおりとした場合)

　議員報酬等(期末手当を含む)の推移 (単位：万円)
年度 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

単年度 本則(30) 8,660 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171 17,171
報酬等 在任(50) 11,395 22,591 15,549 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915 14,915
累　積 本則(30) 8,660 25,831 43,002 60,173 77,344 94,515 111,686 128,857 146,028 163,199 180,370 197,541 214,712 231,883 249,054 266,225
報酬等 在任(50) 11,395 33,986 49,535 64,450 79,365 94,280 109,195 124,110 139,025 153,940 168,855 183,770 198,685 213,600 228,515 243,430
注１) 本則(30)の推移は、石狩市議員報酬に合わせて計算しております。

議員報酬等(期末手当含む)の累計による比較（万円）
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